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豊田市指定管理者 標準選定審査基準書 

 
 
１ 目 的 

 本標準選定審査基準書は、豊田市の公の施設の管理運営を行う指定管理者を選定するに当
たり、豊田市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う標準的な審査の方
法、評価基準等を示すものである。 

 
 
２ 選定審査の概要 
（１）選定方式 
  本市は、指定管理者に対して、当該施設の維持管理及び運営業務を通じて、施設本来の設

置目的に照らし最も効率的、効果的なサービスの提供を求めるものである。特に、指定管理
者には本市が仕様書で指示する指定管理業務を適切かつ安定的に実施するという基本業務の
ほか、維持管理に関するサービス水準の向上・コストの削減に係る提案や施設の設置目的の
達成に資する自主事業の実施を期待するところである。 

  これらを総合的に判断するためには、指定管理料の価格とともに、サービスの質の向上に
関する審査を要することから、組織体制及び人材確保に関すること、リスク分担能力に関す
ること、各種提案内容に関すること等を総合的に評価する『公募型プロポーザル方式』によ
り行うものとする。 

 
（２）選定審査の方法 
  選定審査は、書類審査及びプレゼンテーション審査により行うものとする。 
  書類審査では、指定申請書を始めとして募集要項等で提出を義務付ける書類により、応募

資格その他適切な業務執行の確保状況に関する審査を実施する。 
プレゼンテーション審査では、事業計画書等に記載する提案事項等に関して応募団体に具

体的説明を求め、質疑応答等を実施した上で、選定委員会が審査判定を行うものとする。な
お、応募事業者が１者の場合かつ業務を適切に実施できると判断した場合は、事業計画書等
の審査により選考とする場合がある。 

 
 
（３）選定審査体制 
  当該施設の指定管理者の選定審査は、選定委員会が行うものとする。 
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３ 選定審査の手順 
  指定管理者の選定審査の手順は、概ね以下に示すとおり行うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指定申請書等の書類提出 

応募資格・基礎的要件の審査 

提出書類の形式要件（不足・不備）の確認 

業務執行体制の基礎審査 

価格（指定管理料見積金額）の審査 

プレゼンテーション審査 

総合得点の算出 

優先交渉権者・次点交渉権者の決定 

不合格

失格 

不合格

予定価格を上回る場合 

資格を満たさない場合 

必要事項を満たしていない場合 

指定申請書等の受理 

不足・不備がある場合は是正指示 

指定管理者の内定 

提案内容の取扱、協定締結方法その他の協議 

応募が１団体のみ 応募が複数団体 

募集要項等の公開 

最低基準点を下回る場合 
不合格 
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４ 価格審査 
  応募団体が提示する指定管理料見積金額と市予定価格と比較し、市予定価格以下の金額で

あるかどうかの審査を行う。指定管理料見積金額が市予定価格を超える金額である場合には、
不合格とする。 

 
５ 資格審査 
  応募団体が提出する書類等により、応募団体（共同企業体による応募の場合は構成団体す

べて）が指定管理者の資格要件を満たしているかどうか審査を行う。なお、資格要件を満た
していない場合には、失格とする。 

【標準資格要件】 ※条件付公募とする場合の要件は、各募集要項等において示す。 
（１）応募資格要件 

ア 法人その他の団体であること（法人格の有無は問わないが、個人での応募は不可）。 
イ 次の項目のいずれにも該当しない者であること。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 
②豊田市から入札参加停止を受けている者 
③豊田市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者 
④豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第３２

号）第３条第３項及び第４項の規定に抵触する者 
⑤豊田市から「豊田市が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措

置を受けた者 
⑥地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、本市又は他の地方公共団体から指

定を取り消され、当該処分の日から起算して２年を経過しない者 
⑦指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、第１４

２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触する者 
（２）失格事項 

①（１）に定める応募資格要件を満たさなくなった場合 
②選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 
③提出書類に虚偽又は不正の記載があった場合 
④提案の内容が本市の求める水準を満たさないと認められる場合 
⑤その他不正・不誠実な行為があった場合 

 
６ 業務執行体制等基礎審査 
  応募団体が提出する事業計画書等により市が示す仕様を適切に実施できるかどうかを書面

審査するものとする。なお、事業計画書等の記載されている事項について、内容確認又は調
査を実施する場合がある。 

  法令その他市が示す基準を満たしていない事項がある場合には、不合格とする。 
 
７ プレゼンテーション審査 
  応募団体が当該応募に関してＰＲしたい提案事項等について、プレゼンテーションを実施

するものとする。プレゼンテーションは提出する事業計画書に基づいて行うものとし、その
内容を評価することで『サービス得点』を決定するものとする。ただし、応募団体が１者の
場合は「６ 業務執行体制等基礎審査」による選考のみとする場合がある。 

なお、サービス得点の具体的評価基準及び配点は別紙１に示すとおりとする。 
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８ ヒアリング 
  応募団体が１者の場合で「６ 業務執行体制等基礎審査」による選考のみとなった場合、

提出書類の中で疑義のあるものについて、選考委員会から確認を行う場合がある。 
 
９ 総合得点の算出 
（１）評価構成要素  

項目 配点ウェイト 備考 

サービス得点 ５０〜９０％ 

・別紙１に示す基準によりプレゼンテーション
審査等を経て付与する。 

・市が定める最低基準点を下回る場合は不合格
とする。 

価格得点 ５０〜１０％ 

次の計算式により算出する。 
提案最安見積金額 

×１００ 
当該団体の見積金額 

※小数点以下第３位四捨五入 
・市予定価格を上回る場合は不合格とする。 

※個別の選定における配点ウェイト及び最低基準点は各募集要項等において示す。 
 
（２）総合得点の計算方法 
  指定管理者の選定を決定する『総合得点』は、以下の計算式により算出する。 

 総合得点  ＝ 
 

（サービス得点×サービス得点の配点ウェイト）＋ 
（価格得点×価格得点の配点ウェイト） 

※小数点以下第３位四捨五入 
 
（３）サービス得点におけるプレゼンテーション審査体制及び審査配点ウェイト 

役職 備考 
ウェイト 

例１ 例２ 

審査委員長 学識経験者 ３５％ ３０％ 

委員 

市指定管理者選定委員会 委員（施設所管部局） ２０％ 
各２０％ 市指定管理者選定委員会 委員 

各１５％ 市指定管理者選定委員会 委員 
市施設所管所属長 １０％ 

※サービス得点は、各委員の得点に上記ウェイトを乗じ合算して算出する。 
※各委員の審査配点ウェイトは各募集要項等において示す。 

 
１０ 優先交渉権者及び次点交渉権者の決定（交渉権者の決定） 
  選定委員会が決定する総合得点が最も高い団体を『優先交渉権者』とし、優先交渉権者に

次いで総合得点が高い団体を『次点交渉権者』とする（応募団体が一団体であった場合は、
プレゼンテーション審査又はヒアリング等を実施して当該団体の『交渉権者』としての適否
を判断する。）。 

  選定審査終了後、優先交渉権者（応募団体が一団体の場合は、交渉権者）に対して指定管
理者の指定を受ける意思確認や管理運営業務仕様書の規定方法等について協議を行い、支障
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がない場合に指定管理者として内定するものとする。なお、指定管理者の指定は、市議会の
議決により確定することとなる。 

  なお、次点交渉権者は、優先交渉権者が内定を辞退した場合、本市と優先交渉権者の協議
が整わない場合等に、本市との交渉権を得るものとする。ただし、次点交渉権者の当該交渉
権は、当該選定を実施した年度の３月３１日をもって消滅するものとする。 
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別紙１ 
サービス得点加算基準 

 
  豊田市指定管理者選定審査において、サービス得点に関する取扱いについては、以下の基準

により評価するものとする。ただし、施設の実情にあわせて内容や配点などは適宜修正する。 
 
評価項目及び配点 

区分 審査項目 主な内容 配点 
① 指 定 管 理 者

と し て 適 切
であること 

（２５点） 

１人的基盤、労
働条件 

・安定的な人的基盤を有しているか（人員配置の工夫、配
置人員の資格、スタッフの資質向上に関する取組） ５ 

・スタッフの労働条件は適切か（雇用契約・労働時間・給
与、各種保健手続、労働に関する法定帳簿、安全衛生） ５ 

２基本方針・法
令遵守 

・市の基本的な政策や計画、施設設置目的に合致した施設
管理運営に関する基本方針を持っているか。 ５ 

・関連法令を十分理解し、法令遵守が確保できる体制とな
っているか。（個人情報保護、情報セキュリティ等） ５ 

３実績及び経験 ・同種・同類施設の管理運営実績があり、成果を挙げてい
るか。 ５ 

② 管 理 運 営 計
画 が 適 切 で
あること 

（４９点） 

１施設の設置目
的達成に向け
た取組 

・施設の設置目的を果たせるような管理運営が期待できる
か。 ８ 

・施設の社会的価値（効果）を高めるような取組が期待で
きるか。 

・施設の設置目的の達成に向けて、地域や関係機関等との
連携した取組が期待できるか。 

５ 

２安全対策、危
機管理体制 

・施設（建物、設備等）の安全性及び良好な機能の保持が
できるよう適切な維持管理が期待できるか。 ８ 

・日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応が十
分に検討されているか。 ５ 

・防犯・防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分
に検討されているか。 ５ 

３利用者の満足
度向上・利用
促進 

・利用者の満足、利用促進につながるような取組が十分に
検討されているか。 ８ 

・利用者からの苦情・要望等を把握し、それらを反映させ
る仕組みが十分に検討されているか。 

・その他、利用者ニーズの把握や自己の運営状況をチェッ
クし、サービスの質を維持・向上するための提案がある
か。 

５ 

４改善姿勢 ・施設の課題に対して、改善策などの具体的な提案がされ
ているか。 ５ 

③その他 
（２６点） 

１地域貢献 ・地域経済貢献について具体的な提案があるか。（市内在
住者の雇用、市内での物品調達等） ８ 

・市内に本店・支店・営業所等を有しているか。 ８ 
２その他の評価 ・社会貢献（障がい者施設への発注等）、環境配慮等につ

いて、具体的な提案があるか。 ５ 

・その他、特に評価できる提案があるか。（施設の設置目
的達成に関する自主事業の提案等） ５ 

合 計 １００ 

 


